
 
 
 
 
 
 
 
 

Tax Analysis 
 

非居住納税者による租税条約の恩

典享受に関する新規定 – 「届出
制」から「検査に備えた資料保

管」への変更 
 
2019年 10月 14日、国家税務総局は「非居住納税者による租税条約の恩典享受に関する
管理弁法」（国家税務総局公告 2019年第 35号。以下「35号公告」または「新弁法」）
を公布した。新弁法は、非居住納税者による租税条約の恩典享受に対する管理の規範化、

及び関連手続の簡素化を目的とするものである。2020年 1月 1日から施行され、それに
伴い改正前の「非居住納税者による租税条約の恩典享受に関する管理弁法」（国家税務総

局公告 2015年第 60号。以下「60号公告」または「旧弁法」）は廃止される。以下にお
いて、新弁法の背景と主な変更点について説明し、私どもの考察を述べる。 
 
1、背景 
 
2019年 6月 25日、李克強首相は、「全国における“放管服”（「行政簡素化と権限委譲」
「監督管理の強化」「サービスの最適化」）改革の深化及びビジネス環境の改善」をテー

マとするテレビ電話会議において、「“放管服”改革を推進し、市場化・法治化・国際化さ
れたビジネス環境の構築を加速させる」という方針を発表した。2019年 8月 1日、国務
院弁公庁は、“放管服”改革措置の徹底を確保するため、「全国における“放管服”改革の深
化及びビジネス環境の改善に関する重点任務の作業分担方案」を公布した。新弁法の公布

は、上述の方針を徹底させるための重要措置である。 
 

2、主な変更点 
 
新弁法における最も顕著な変更点は、非居住納税者による租税条約の恩典享受に係る手続

きの簡素化である。これは、従来の「届出制」から「検査に備えた資料保管」（「自主判

断・申告による恩典享受・検査に備えた関連資料の保管」）への移行といえる。また、新

弁法では、非居住納税者及び源泉徴収義務者の責任について明確に規定され、税務当局に

よる事後管理の強化について定められた。 
 
手続きの簡素化 
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非居住納税者による租税条約の恩典享受に係る手続きの簡素化は、以下の二項目に反映さ

れる。1、非居住納税者による租税条約の恩典享受に係る申告方式の「届出制」から「検
査に備えた資料保管」への変更。2、申告に必要な提出資料の簡素化。具体的には、下表
の通りである。 
 

60号公告 –「届出制」 35号公告 –「検査に備えた資料保管」 

申告に必要な提出資料（①+②） 申告に必要な提出資料（①のみ） 

① 報告表 ①       報告表 

• 「非居住納税者の居住者身分情報報告表」                              「非居住納税者による租税条約の恩典享受に係

る状況報告表」（以下「状況報告表」） • 「非居住納税者による租税条約の恩典享受に係る
状況報告表」              
② 届出資料 検査に備えて保管すべき資料 

• 居住者身分証明書 60号公告によって定められた「検査に備えて保

管すべき資料」のほか、配当金・利子・ロイヤ

リティに対する租税条約の恩典を享受する場

合、「受益者」身分を証明する関連資料を保管

する必要がある。1 

• 国際運輸業所得に対する租税条約または国際運輸
業に関する協定の恩典を享受する企業または個人

の場合、法人証明またはパスポートのコピーで代

替可能 

• 取得した所得の所有権を証明する書類（例：契約
書・董事会または株主会決議・支払証憑等） 

• 租税法規によって定められたその他の提出資料 

 
上表の通り、60号公告の規定により、非居住納税者は、租税条約の恩典享受について届
出を行う際に、2枚の「報告表」と一連の「届出資料」を提出する必要がある。所轄税務
当局に資料を提出し、届出を完了した後、租税条約の恩典を享受することができる。60
号公告によって定められた「届出制」において、非居住納税者は、恩典享受の条件を満た

しているか否かの判断材料として、2枚の「報告表」に詳しい情報の記入が求められた。
その影響により、非居住納税者/源泉徴収義務者は申告と資料提出において、重い負担を課
せられることになっていた。また、実務上、所轄税務当局による提出資料の審査・承認手

続きにより、実質的に「認可制」となる可能性が想定されていた。 
 
35号公告の規定により、非居住納税者の自主申告または源泉徴収義務者による源泉徴収
の申告に際して、1枚の「状況報告表」の提出が求められる。当該「情況報告表」への記
入内容は、「非居住納税者の基本情報（例：名称・連絡先等）、及び以下の 4つの事項に
関する声明」となっており、簡素化されたものといえる。 
 
（i） 居住者身分があること 
（ii） 関連アレンジ及び取引の主要目的を租税条約の恩典享受としていないこと 
（iii） 租税条約の恩典享受について自主的に判断し、かつ相応の法的責任を負うこと 
（iv） 規定通りに関連資料の収集と保管を行い、税務当局の事後管理を受けること 

 
上述の措置は、非居住納税者/源泉徴収義務者の申告面での負担を大幅に軽減するものであ
る。また、「状況報告表」に記入された情報では、所轄税務当局が租税条約の恩典享受の

可否を判断するのに、不十分なものであることから、この段階の手続きによる実質的な

「認可制」の事態の回避にも有効である。 
 
非居住納税者と源泉徴収義務者の責任の明確化 
 
35号公告では、非居住納税者と源泉徴収義務者が負うべき責任について、60号公告に比
べ、明確に定められている。 
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非居住納税者の具体的な責任は、以下の通りである。 
 

• 所得の支払者が源泉徴収義務者である場合、及び所得の支払者が税務当局によって源泉徴収義務者に指定さ

れている場合において、非居住納税者が租税条約の恩典享受のための条件を満たしているか否かについて自

主判断を行った結果、条件を満たしているものと判断し、かつ租税条約の恩典を享受する意向があるとき

は、事実通りに「状況報告表」の記入を行い、自主的に源泉徴収義務者に提供すべきである。 
• 非居住納税者が自主判断の誤りにより、租税条約の恩典を不当に享受したことで、税金の未納または過少納

付が発生した場合、自主的に所轄税務当局に申告し、税金を追納しなければならない。 
• 非居住納税者が租税条約の恩典を不当に享受したことで、税金の未納または過少納付が発生した場合、源泉

徴収義務者による 35号公告によって定められた源泉徴収義務の未履行を除き、所轄税務当局から、当該行
為を「非居住納税者が規定通りに税金の申告・納付を行わなかったもの」とみなされ、法に従い税金滞納の

責任が追求される。 
• 非居住納税者は、関係資料を収集・保管し、税務当局の検査に備える義務がある。かつ、税収徴収管理法と

その実施細則によって定められた期限まで、関連資料を保管し、所轄税務当局から提出を求められた場合、

期限内に提出しなければならない。 
 

源泉徴収義務者の具体的な責任は、以下の通りである。 
 

• 所得の支払者が源泉徴収義務者である場合、及び、その所得の支払者が税務当局によって源泉徴収義務者に

指定されている場合において、源泉徴収義務者は「状況報告表」に記入された情報の完全性を確認した上

で、非居住納税者が享受する予定の租税条約の恩典に基づき、源泉徴収申告を行うべきである。 
• 源泉徴収義務者が規定通りに源泉徴収申告または関連資料の提供をせずに、非居住納税者の租税条約の恩典

を不当に享受したことにより、税金の未納または過少納付が発生した場合、税務当局は、法に従い源泉徴収

義務者の責任を追及する。 
• 税務当局の事後管理段階で、特定の状況において、税務当局は、源泉徴収義務者に関連資料の期限付きの提

出と調査への協力を要求することができる。 
 

35号公告の規定により、租税条約の恩典享受に関する可否判断の権利と法的責任は、非居住納税者に付与されること
が明確化された。この措置により、クロスボーダー支払に関する取引双方の責任分担が明確になり、契約上の法的責

任の分担が不明確であることによって引き起こされてきた様々な論争を防止するのに有効であると考えられる。 
 
税務当局の事後管理 
 
35号公告で、税務当局は、事後管理において非居住納税者に対する「検査に備えて保管すべき資料」の期限付き提出
の要求権限を与えられている。また、税務当局は「検査に備えて保管すべき資料」のほか、その他の関連資料の提出

も要求することができる。そのため、35号公告により、証拠資料の提出時点が、実質的に申告の段階から事後管理の
段階に先延ばしになることで、非居住納税者が自主判断に基づき租税条約の恩典を享受し、納税申告と外国送金との

過程で生じる徴収管理面における制限が緩和された。 
 
租税条約の恩典享受に係る届出の要求が取り下げられたため、今後、税務機関は、非居住納税者による租税条約の恩

典享受に関する事後管理をより一層強化していくことが想定される。従って、非居住納税者には、関連資料の保管を

適時に行うことで、租税条約の恩典享受に係る税務リスクの効果的な軽減が推奨される。 
 
3、デロイトの考察 
 
35号公告の規定により、非居住納税者による租税条約の恩典享受の方式が「届出制」から「検査に備えた資料保管」
に変更されたことで、手続上の利便性が向上した。一方で、非居住納税者による租税条約の恩典享受に係る要件は緩

和されていない。 
 
非居住納税者は「状況報告表」に基本情報のみ記入する必要があり、従来のような詳細・センシティブな情報を記入

する必要はなくなった。これにより、コンプライアンス上の負担は軽減したが、租税条約の恩典を享受するための要

件を満たしているか否かに関する自己判断の必要性と、それに伴うリスクが生じることになる。従って、専門的な知

識と判断能力の面で、非居住納税者にチャレンジをもたらしているといえる。判断の誤りにより、非居住納税者は、

税務当局に質疑されるリスク、及びそれに伴う潜在的な影響（例：利息・滞納金・罰金）が生じる可能性が想定され

る。 
 



なお、35号公告では、「税務当局が、非居住納税者に対して検査に備えて保管すべき資料の期限付き提出を要求する
権限」の期限については、明確に定められていない。非居住納税者が、中国国内において営業場所・人員・関連者又

は代理機構を持たない場合、所轄の税務局による徴収管理の更なる煩雑化が想定される。非居住納税者が取得した所

得について、租税条約の恩典を享受した後、税務当局が事後管理により、当該非居住納税者による租税条約の恩典の

不当な享受を発見した場合、当該非居住納税者が、中国国内にその他の財産や所得を持たないときは、税金の追徴が

困難であるという問題が発生する。私どもは、これら各所轄の税務局が検討すべき問題について、35号公告の施行後
に、各地の実務の状況を踏まえた上で、考察を続けていく。 
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